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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービスエリアにわたって無線通信サービスを提供するように構成され、ブロードキャ
スト・マルチキャスト・システム（ＢＣＭＣＳ）をサポートするように構成されたアクセ
ス・ネットワークを含む装置であって、
　前記サービスエリアは複数のカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンに
分割され、
　それぞれのカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンが、一意ゾーン識別
子およびフロー識別子によって識別された、少なくとも１つの割り当てられたブロードキ
ャスト・シグナリング・ゾーンを含み、前記割り当てられたブロードキャスト・シグナリ
ング・ゾーンが、前記サービスエリアをカバーし、そして重複しないものであり、さらに
、
　前記アクセス・ネットワークが、複数のＢＣＭＣＳフローを介して前記サービスエリア
にわたって複数のブロードキャスト制御／シグナリング・チャネル（ＢＣＣ）をブロード
キャストするように構成され、前記複数のＢＣＭＣＳフローのそれぞれがフロー識別子に
よって識別され、
　前記アクセス・ネットワークが、前記カバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・
ゾーンに対応する前記割り当てられたブロードキャスト・シグナリング・ゾーンの前記フ
ロー識別子によって識別された、前記複数のＢＣＭＣＳフローのうちのＢＣＭＣＳフロー
を介して、各カバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンにわたって前記複数
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のＢＣＣのうちの１つのＢＣＣをブロードキャストするように構成され、
　前記アクセス・ネットワークが、前記サービスエリアのアクセス端末によるフロー識別
子登録に少なくとも一部基づいて、アクセス端末にシグナリング・メッセージを送信する
ために前記複数のＢＣＣのうちの選択されたＢＣＣ、または別の制御チャネルを選択する
ように構成される、装置。
【請求項２】
　前記複数のカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンが、
　第１の一意ゾーン識別子および第１のフロー識別子によって識別された第１の割り当て
られたカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンを含む第１のカバレッジ・
ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンであって、前記アクセス・ネットワークが、前
記第１のカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンにわたって第１のＢＣＭ
ＣＳを介して第１のＢＣＣをブロードキャストする、第１のカバレッジ・ブロードキャス
ト・シグナリング・ゾーンと、
　第２の一意ゾーン識別子および第２のフロー識別子によって識別された第２の割り当て
られたカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンを含む第２のカバレッジ・
ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンであって、前記アクセス・ネットワークが、前
記第２のカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンにわたって第２のＢＣＭ
ＣＳを介して第２のＢＣＣをブロードキャストする、第２のカバレッジ・ブロードキャス
ト・シグナリング・ゾーンとを含み、
　前記第１のカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンが、前記第２のカバ
レッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンと部分的に重複し、
　前記第１の割り当てられたブロードキャスト・シグナリング・ゾーンが、前記第２の割
り当てられたブロードキャスト・シグナリング・ゾーンと重複せず、
　前記第１のフロー識別子と前記第２のフロー識別子が互いに異なる、請求項１に記載の
装置。
【請求項３】
　前記複数のカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンが、
　第３の一意ゾーン識別子および第３のフロー識別子によって識別された第３の割り当て
られたカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンを含む第３のカバレッジ・
ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンを含み、
　前記第１のカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンが前記第３のカバレ
ッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンと重複せず、
　前記第１のフロー識別子と前記第３のフロー識別子が同じ識別子を含む、請求項２に記
載の装置。
【請求項４】
　前記アクセス端末が、前記複数のカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾー
ンの第１のカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーン内に位置し、
　前記第１のカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンが、第１の一意ゾー
ン識別子および第１のフロー識別子によって識別された第１の割り当てられたブロードキ
ャスト・シグナリング・ゾーンを含み、前記第１のフロー識別子が、前記アクセス端末に
よって登録されたフロー識別子に対応し、
　前記アクセス・ネットワークが、前記第１のフロー識別子が有効なフロー識別子を含む
場合は、前記選択されたＢＣＣを介して前記アクセス端末に前記シグナリング・メッセー
ジを送信するように構成され、
　前記アクセス・ネットワークが、前記第１のフロー識別子がブランク・フロー識別子を
含む場合は、前記別の制御チャネルを介して前記アクセス端末に前記シグナリング・メッ
セージを送信するように構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記アクセス・ネットワークが、前記複数のカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリ
ング・ゾーンをサイズ調整し、かつ／または再構成するように構成される、請求項１に記
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載の装置。
【請求項６】
　前記アクセス・ネットワークは、少なくとも第１の搬送波および第２の搬送波を備えた
マルチキャリア構成を含み、
　前記アクセス・ネットワークが、前記第１の搬送波および前記第２の搬送波についての
ベストエフォート・シグナリングのために前記ＢＣＣを使用する、請求項１に記載の装置
。
【請求項７】
　前記複数のカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンが、前記ＢＣＣのソ
フトコンバイニングを可能にするために単一周波数ネットワーク効果を提供するように構
成される、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　ブロードキャスト・マルチキャスト・システム（ＢＣＭＣＳ）をサポートするアクセス
・ネットワークのサービスエリアを、複数の重複するカバレッジ・ブロードキャスト・シ
グナリング・ゾーンに分割するステップであって、重複する各カバレッジ・ブロードキャ
スト・シグナリング・ゾーンが、割り当てられたブロードキャスト・シグナリング・ゾー
ンを含み、前記割り当てられたブロードキャスト・シグナリング・ゾーンが、前記サービ
スエリアをカバーし、そして重複しない、ステップと、
　割り当てられた各ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンに一意ゾーン識別子および
フロー識別子を割り当てるステップと、
　前記カバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンに対応する前記割り当てら
れたブロードキャスト・シグナリング・ゾーンの前記フロー識別子によって識別された複
数のＢＣＭＣＳフローを介して、前記複数の重複するカバレッジ・ブロードキャスト・シ
グナリング・ゾーンの各々にわたって一意ブロードキャスト制御／シグナリング・チャネ
ル（ＢＣＣ）をブロードキャストするステップと、
　アクセス端末によるフロー識別子登録に基づいて、前記アクセス端末が位置するカバレ
ッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンを決定するステップと、
　前記フロー識別子登録によって識別されるＢＣＭＣＳフローを介して、前記カバレッジ
・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンへのブロードキャスト制御／シグナリング・
チャネル上で前記アクセス端末にシグナリング・メッセージを送信するステップとを含む
、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般には、無線通信に関し、より詳細には、アクセス・ネットワーク内の無
線シグナリングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ボイス・オーバ・インターネット・プロトコル（ＶＯＩＰ：ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ｉ
ｎｔｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）およびプッシュ・トゥ・トーク（ＰＴＴ：ｐｕｓｈ
－ｔｏ－ｔａｌｋ）サービスを提供する無線サービス・プロバイダは、これらのおよび他
のリアルタイム・アプリケーションおよびサービスを、現在の１Ｘベースの無線アクセス
・ネットワークから、収束型の進化／データ最適化（ＥＶ－ＤＯ：ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ－
ｄａｔａ　ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ）ベースの無線アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ：ｒａｄ
ｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）に移し始めている。ＥＶ－ＤＯベースＲＡＮ内の
アイドル状態のアクセス端末（ＡＴ：ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）へのシグナリン
グ・メッセージはすべて、制御チャネル（ＣＣ：ＣｏｎｔｒｏｌＣｈａｎｎｅｌ）を通過
し、多くのセクタを横断して送信される。たとえば、ＲｏｕｔｅＵｐｄａｔｅＲｅｑｕｅ
ｓｔメッセージが、ＡＴの現在位置を見つけるためにアクセス・ネットワーク（ＡＮ：ａ
ｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）によって無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ：ｒａｄｉｏ
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　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）のサービスエリア全体に送信された後には、
ＡＴによって、ＤＯＳ（データ・オーバ・シグナリング）メッセージなどの別のメッセー
ジが、ＡＴが良好なパイロット信号強度を有する複数のセクタに送信され得る。ＤＯＳメ
ッセージは、アクセス端末が要求されたＲｏｕｔｅＵｐｄａｔｅメッセージを返すと、呼
設定関連の情報、またはインスタンス・ショート・メッセージを運び得る。従来のページ
ング戦略は、アクセス端末と接触しようとする第１の試みでは、最後に見られたアクティ
ブ・セットにページ・メッセージを送信し、次の試みでは、ＲＮＣのサービスエリア全体
に拡大し、その後に、数個の隣接ＲＮＣを結合するＲＮＣグループへのページ・メッセー
ジが続く。約５０個のセル／１５０個のセクタを備えたＲＮＣでは、平均約５０個のセク
タが、各セルへのページ・メッセージの送信に関与することがあり、第１の試みでは７０
％～７５％、ＲＮＣ内の第２の試みでは２４％～２９％、ＲＮＣ群への第３の試みでは単
に１％の成功率と見なされる。アクセス端末をページングする試みの成功率は、ＲＡＮ内
の呼設定の平均応答時間を適切に表示するものである。第１のページングの成功率（この
従来型ページング戦略では、約６０％－８０％にすぎない）を向上させる１つのやり方は
、第１の試みにおいて、ＲＮＣ内の１５０個の全セクタをページングすることである。し
かし、これは、１ＸベースＲＡＮには当てはまる専用ページング・チャネルをＥＶＤＯベ
ースＲＡＮが有していないので、ＥＶＤＯベースＲＡＮの混雑時にあまりにも大量のネッ
トワークリソースを使用することがある。
【０００３】
　（たとえばデータ・オーバ・シグナリング、ＤＯＳを使用して）リアルタイム・アプリ
ケーションの応答時間を減少させることが望ましい。しかし、ＥＶＤＯ　ＲＡＮでは、Ｃ
Ｃは、７６．８ｋｂｐｓの最高レートで、各タイムスロットにせいぜい１６バイトの物理
層データを送信することができる。したがって、一般的な１００バイトの「圧縮ＳＩＰ招
待」（呼設定メッセージ）は、ＣＣが送信するのに７タイムスロットを要する。ＥＶＤＯ
ベースＲＡＮは、その高速トラフィック／ブロードキャスト・チャネルに基づいて高速サ
ービスを提供するので、より遅い制御チャネルによって使用されるタイムスロットがシス
テム性能全体を劣化させる。
【０００４】
　ＥＶＤＯベースＲＡＮでのセクタ単位の１．２Ｋ混雑時呼試み（ＢＨＣＡ：ｂｕｓｙ　
ｈｏｕｒ　ｃａｌｌ　ａｔｔｅｍｐｔ）（１００秒のホールドタイムを伴う３５　Ｅｒｌ
ａｎｇ）で、５０セル／１５０セクタを備えたＲＮＣは、従来型ページング戦略が実施さ
れると仮定して、あらゆるセクタから、制御チャネル・サイクル（ＣＣｃｙｃｌｅ：Ｃｏ
ｎｔｒｏｌＣｈａｎｎｅｌＣｙｃｌｅ）当たり５個超のページ・メッセージを送信する。
１ＸベースＲＡＮではしばしば通常のやり方であるように、よりよい結果を求めて第１の
試みでＲＮＣサービスエリア全体がページングされる場合、それはＣＣサイクル当たり約
２０～２５個のページ・メッセージである。このレートでは、システムは単に、リアルタ
イム・アプリケーション（ＰＴＴサービスなど）が望むように呼設定情報を直接ユーザに
渡すためページ・メッセージの一部をＤＯＳメッセージ（データ・オーバ・シグナリング
）に変換するだけの余裕がない。
【０００５】
　（たとえば、１つまたは数個のセクタ程度に小さいゾーンのためのＲｏｕｔｅＵｐｄａ
ｔｅＴｒｉｇｇｅｒＣｏｄｅを使用して）ユーザを追跡するゾーン・ベース方法を使用す
ると、シグナリング・メッセージ送信のために参加するセクタ数が制限されるので、一部
のＣＣサイクルをエア・インターフェース・リソースから保存することができる。小さい
ゾーンがないならば、ゾーン境界の近くにほぼ静止しているアクセス端末はしばしば、そ
れぞれ異なるゾーンに属するセクタ間で切り換わるときにゾーン間で「ピンポン」するこ
とがある。この場合、一部のＣＣサイクルは保存されているが、それによって、アクセス
・チャネル（ＡＣ：ａｃｃｅｓｓ　ｃｈａｎｎｅｌ）に追加の負荷が課され、それは、シ
ステムのアクセス能力全体が影響を受けるほどに非常に重いことがある。
【先行技術文献】
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【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】「ＣＤＭＡ２０００　Ｈｉｇｈ　Ｒａｔｅ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　
Ａｉｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ」（３ＧＰＰ２文献　Ｃ．Ｓ
００２４）
【非特許文献２】「ＣＤＭＡ２０００　Ｈｉｇｈ　Ｒａｔｅ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ－Ｍｕ
ｌｔｉｃａｓｔ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ａｉｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ」（３ＧＰＰ２文献Ｃ．Ｓ００５４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、シグナリング性能の向上、およびエア・インターフェース・リソースの効
率的な使用が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実装形態では、本発明は、一装置を包含する。この装置は、サービスエリアにわたっ
て無線通信サービスを提供するように構成されたアクセス・ネットワークを備え、ブロー
ドキャスト・マルチキャスト・システム（ＢＣＭＣＳ：ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｍｕｌｔｉ
ｃａｓｔ　ｓｙｓｔｅｍ）をサポートするように構成される。アクセス・ネットワークは
、少なくとも１つのＢＣＭＣＳフローを介して、サービスエリアにわたって少なくとも１
つのブロードキャスト制御／シグナリング・チャネル（ＢＣＣ：ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ－ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）をブロードキャストするように構
成される。少なくとも１つのＢＣＭＣＳフローはそれぞれ、フロー識別子によって識別さ
れる。アクセス・ネットワークは、アクセス端末によるフロー識別子登録に少なくとも一
部基づいて、アクセス端末にシグナリング・メッセージを送信するために少なくとも１つ
のＢＣＣのうちの選択されたＢＢＣ、または別の制御チャネルを選択するように構成され
る。
【０００９】
　本発明の別の実装形態は、一装置を包含する。アクセス端末は、アクセス・ネットワー
クから無線通信サービスを受けるように構成される。アクセス・ネットワークは、ブロー
ドキャスト・マルチキャスト・システム（ＢＣＭＣＳ）をサポートするように構成される
。アクセス端末は、アクセス・ネットワークのカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリ
ング・ゾーン内に位置する。アクセス端末は、少なくとも１つのＢＣＭＣＳフロー識別子
を含むブロードキャスト・オーバーヘッド・メッセージを受信するように構成される。Ｂ
ＣＭＣＳフロー識別子は、カバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンに対応
する第１のＢＣＭＣＳフロー識別子を含む。アクセス端末は、第１のＢＣＭＣＳフロー識
別子を登録するように構成される。アクセス端末は、第１のＢＣＭＣＳフロー識別子によ
って識別されたＢＣＭＣＳフローを介してＢＣＣ上でシグナリング・メッセージを受信す
るように構成される。
【００１０】
　本発明のさらなる実装形態は、一方法を包含する。ブロードキャスト・マルチキャスト
・システム（ＢＣＭＣＳ）をサポートするアクセス・ネットワークのサービスエリアは、
複数のカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンに分割される。それぞれの
カバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンは、割り当てられたブロードキャ
スト・シグナリング・ゾーンを含む。割り当てられた各ブロードキャスト・シグナリング
・ゾーンに、一意ゾーン識別子およびフロー識別子が割り当てられる。アクセス端末が位
置するカバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンは、アクセス端末によるフ
ロー識別子登録に基づいて決定される。シグナリング・メッセージは、ＢＣＭＣＳフロー
を介して、カバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンへのブロードキャスト
制御／シグナリング・チャネル上で送信される。ＢＣＭＣＳフローは、フロー識別子登録



(6) JP 4977757 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

によって識別される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本発明の例示的な実施形態の特徴は、この説明、特許請求の範囲、および添付の図面か
ら明らかになる。
【図１】アクセス・ネットワークとアクセス端末とを含む装置の一実装形態を示す図であ
る。
【図２】図１のアクセス・ネットワークの複数のセルの一実装形態を表しており、割り当
てられたブロードキャスト・シグナリング・ゾーンおよびカバレッジ・ブロードキャスト
・シグナリング・ゾーンを示す図である。
【図３】図２の割り当てられたブロードキャスト・シグナリング・ゾーンおよびカバレッ
ジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンの別の実装形態を示す図である。
【図４】図２の装置の割り当てられたブロードキャスト・シグナリング・ゾーンおよびカ
バレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・ゾーンを示す別の実装形態を示す１次元の
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１に移ると、一実施形態の装置１００が、アクセス・ネットワーク１０２とアクセス
端末（ＡＴ）１０４とを含んでいる。一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２は、
進化データ最適化（ＥＶＤＯ）無線通信ネットワークを含む。ＥＶＤＯネットワークの標
準仕様は、「ＣＤＭＡ２０００　Ｈｉｇｈ　Ｒａｔｅ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ａｉｒ
　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ」（３ＧＰＰ２文献　Ｃ．Ｓ００２
４）に記載されている。一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２は、無線ネットワ
ーク制御装置１０６と、複数のベース・トランシーバ局（ＢＴＳ：ｂａｓｅ　ｔｒａｎｓ
ｃｅｉｖｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）１０８、１１０、１１２および１１４とを含む。アクセ
ス・ネットワーク１０２は、サービスエリア１１６にわたって、アクセス端末１０４に無
線通信サービスを提供する。一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２は、サービス
エリア１１６内のアクセス端末１０４に、ブロードキャスト・マルチキャスト・サービス
（ＢＣＭＣＳ：ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ）、または拡
張ＢＣＭＣＳ（ＥＢＣＭＣＳ：ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＢＣＭＣＳ）を提供する。ＢＣＭＣＳ
エア・インターフェースの標準仕様は、「ＣＤＭＡ２０００　Ｈｉｇｈ　Ｒａｔｅ　Ｂｒ
ｏａｄｃａｓｔ－Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ａｉｒ　Ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ」（３ＧＰＰ２文献Ｃ．Ｓ００５４）に記載されて
いる。
【００１３】
　一実施例では、サービスエリア１１６は、サービスエリア１１６を細分する複数のセル
１１８、１２０および１２２を含む。さらなる実施例では、セル１１８、１２０および１
２２はさらに、複数のセクタ、たとえばセル当たり３つまたは６つのセクタに細分される
。図１の実施例では、セル１１８は、セクタ１２４、１２６および１２８を含み、セル１
２０は、セクタ１３０、１３２および１３４を含み、セル１２２は、セクタ１３６、１３
８および１４０を含む。一実施例では、ＢＴＳは、複数のセルにわたり無線通信サービス
を提供するように協力する。たとえば、セル１１８にサービスを提供するために、ＢＴＳ
　１０８はセクタ１２４にわたって通信し、ＢＴＳ　１１０は、セクタ１２８にわたって
通信し、ＢＴＳ　１１２はセクタ１２６にわたって通信する。
【００１４】
　図２に移ると、一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２によってサービスされる
サービスエリア２０１の別の実装形態は複数のセクタに分割され、この図では、各セクタ
が六角形によって表されている。たとえば、サービスエリア２０１は、セクタ２０２～２
５２を含む（分かり易くするために、示された追加のセクタには番号が付けられていない
）。サービスエリア２０１のセクタは、カバレッジ・ブロードキャスト・シグナリング・
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ゾーン（ＣＢＳＺ：ｃｏｖｅｒａｇｅ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ｚｏ
ｎｅ）、および割り当てられたブロードキャスト・シグナリング・ゾーン（ＡＢＳＺ：ａ
ｓｓｉｇｎｅｄ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ｚｏｎｅ）に編成される。
それぞれのゾーンは、一意のゾーン識別子によって識別される関連した対、ＡＢＳＺとＣ
ＢＳＺを含む。またそれぞれのＡＢＳＺは、本明細書に述べられるように、サービスエリ
アに使用可能なＢＣＭＣＳフロー識別子によって識別されたＢＣＭＣＳフローが割り当て
られる。一実施例では、ＡＢＳＺは重複せず、それぞれのＡＢＳＺは、ＣＢＳＺによって
カバーされる。一実施例では、ＣＢＳＺは、ＡＢＳＺと、ＡＢＳＺを囲むセクタとを含む
。さらなる実施例では、ＣＢＳＺは、ＡＢＳＺと、ＡＢＳＺを囲むセクタの少なくとも１
つの「層」を含む。
【００１５】
　図２を参照すると、一実施例では、サービスエリア２０１は、各ＡＢＳＺがセクタであ
る複数のＡＢＳＺに分割される。それぞれのＡＢＳＺは、ＣＢＳＺに関連付けられるが、
分かり易くするために、ＣＢＳＺ　２５４およびＣＢＳＺ　２５６だけが示されている。
ＣＢＳＺ　２５４はセクタ２０２、２０４、２０６、２０８、２１０、２１２および２１
４を含み、ただし、セクタ２０２が、その関連ＡＢＳＺである。セクタ２０４、２０６、
２０８、２１０、２１２および２１４は、ＡＢＳＺ　２０２を囲む第１のセクタ層を含む
。ゾーン２０２を囲む第２のセクタ層は、セクタ２１６、２１８、２２０、２２２、２２
４、２２６、２２８、２３０、２３２、２３４、２３６および２３８を含む。一代替実施
例では、ＣＢＳＺは、ＡＢＳＺと、ＡＢＳＺを囲む第１のセクタ層と、ＡＢＳＺを囲む第
２のセクタ層とを含んでもよい。一実施例では、ＣＢＳＺ　２５６は、セクタ２４０、２
４２、２４４、２４６、２４８、２５０および２５２を含み、ただしセクタ２４０が、そ
の関連ＡＢＳＺである。
【００１６】
　ＡＢＳＺは、ＡＢＳＺ間の重複なしにサービスエリア２０１を完全にカバーし、ＣＢＳ
Ｚは、対応するＡＢＳＺを囲む第１のセクタ層を含む。ＡＢＳＺ　２０２を囲む第１のセ
クタ層は、セクタ２０４、２０６、２０８、２１０、２１２および２１４を含む。ＡＢＳ
Ｚ　２０６を囲む第１のセクタの層は、セクタ２１８、２２０、２２２、２０８、２０２
および２０４を含む。この実施例では、ゾーン２０２のＣＢＳＺは、ゾーン２０６のＣＢ
ＳＺと部分的に重複する。この構成では、ＣＢＳＺの重複領域は、ソフトゾーン境界を含
み、このソフトゾーン境界は、高データレート信号を達成するためにゾーン内のＡＴへの
単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ：ｓｉｎｇｌｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ
）効果をもたらし、ゾーン境界の近くの静止ＡＴによる切換えからアクセス・チャネルを
保護するために使用される。
【００１７】
　一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２は、少なくとも１つのブロードキャスト
制御／シグナリング・チャネル（ＢＣＣ）をサービスエリア２０１にブロードキャストす
るように構成される。一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２は、ＡＢＳＺ当たり
１つのＢＣＣをブロードキャストするように構成される。一実施例では、それぞれのＡＢ
ＳＺに、完全に独立しており、局所化されたブロードキャスト・マルチキャスティング（
ＢＣＭＣＳ）フローが割り当てられる。アクセス・ネットワークは、ＡＢＳＺ内、または
ＡＢＳＺのほんのわずか外側のアクセス端末に制御シグナリング・メッセージを渡すため
にＢＣＣを用いるので、それは、制御／シグナリング・メッセージを運ぶブロードキャス
ト・チャネルのように動作するように見える。一実施例では、アクセス・ネットワーク１
０２は、ＢＣＣ　ＢＣＭＣＳフローの生成のためのＢＣＭＣＳプログラム（たとえば、Ｂ
ＣＣオーバＢＳＺと名付けられる）を含み、ただし、ＢＣＭＣＳプログラムの下では、サ
ービスエリアへの使用可能なＢＣＭＣＳフロー識別子のすべてが、ＢＣＭＣＳフローと見
なされる。
【００１８】
　現在のＢＣＭＣＳ標準仕様は、各ＢＣＭＣＳプログラムにつき最大６４個のＢＣＭＣＳ



(8) JP 4977757 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

フローを可能にし、エア・インターフェースは、最大６４個のＢＣＭＣＳ物理チャネルだ
けを可能にする。この装置の一実施例では、それぞれのＢＣＣは、可能なＢＣＭＣＳ物理
チャネルのうちの１つに直接関連付けられる。このように、ありとあらゆる可能なＢＢＣ
を一意に識別するために、ＢＣＭＣＳＦｌｏｗＩＤ構造の標準形式の最下位６ビットであ
る６ビット・フロー判別子を使用することができる（一実施例では、各ＢＣＣは、それが
完全なＢＣＭＣＳフロー識別子、割り当てられたＢＣＭＣＳＦｌｏｗＩＤ構造を有するよ
うに、独立した局所化されたＢＣＭＣＳフローである。本発明の目的でなければ、ＢＣＭ
ＣＳＦｌｏｗＩＤ中のフロー判別子の十分なビットだけが、ＢＣＣを識別するために使用
される）。サービスエリア２０１が６４個より多いゾーンを含む場合、または６４個未満
のフローを使用することが望ましい場合、アクセス・ネットワーク１０２は、ここでは各
ＢＣＭＣＳフロー識別子が実際のＢＣＭＣＳ物理チャネルを指定し、基本の制御チャネル
・サイクルを有する固定タイムスロットにマッピングするので、ＢＣＭＣＳフロー識別子
を再使用しなければならない。一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２は、各ＡＢ
ＳＺにＢＣＭＣＳフロー識別子を割り当てるが、ＢＣＣ間の相互干渉を無視することがで
きる場合は、互いから十分に遠く離れているＡＢＳＺのＢＣＭＣＳフロー識別子をも再使
用する。図２を参照すると、一実施例ではアクセス・ネットワーク１０２は、ゾーン２０
２（ＣＢＳＺ　２５４のＡＢＳＺ）とゾーン２４０（ＣＢＳＺ　２５６のＡＢＳＺ）につ
いて同じフロー識別子を再使用する。
【００１９】
　一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２は、アクセス端末１０４にシグナリング
・メッセージを送信するためにＢＣＣを使用する。一実施例では、ＢＣＣは、制御チャネ
ルを使用する標準のシグナリング・ルートに加えて、アクセス端末１０４への補足のシグ
ナリング・ルートを含む。ＥＶＤＯベースのネットワークでは、制御チャネル（ＣＣ）は
、制限された帯域幅を含み、たとえばそれは、７６．８キロビット／秒（ｋｂｐｓ）の最
高レートで、各タイムスロット中にせいぜい１６バイトの物理層データを送信することが
できる。一実施例では、ＢＣＭＣＳフローは、最大２キロビットのデータ・パケット、お
よび最大１．２メガビット／秒（Ｍｂｐｓ）の転送速度を可能にする。アクセス・ネット
ワーク１０２がシグナリング・メッセージ送信のためにＢＣＭＣＳフローを介してＢＣＣ
を使用する場合、標準ＥＶＤＯ制御チャネル・ベースのシグナリングに比べて遥かに高い
データレート（たとえば１６倍または２４倍）を達成することができる。
【００２０】
　ＢＣＭＣＳフローによってより高い帯域幅が可能となるので、一実施例ではアクセス・
ネットワーク１０２は、アクセス端末にメッセージを送信するために、データ・オーバ・
シグナリング（ＤＯＳ）プロトコルをより効率的に使用することができる。一実施例では
、アクセス・ネットワーク１０２は、ボイス・オーバ・インターネット・プロトコル（Ｖ
ＯＩＰ：ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）やプッシュ・ト
ゥ・トーク（ＰＴＴ：ｐｕｓｈ－ｔｏ－ｔａｌｋ）などのリアルタイム・アプリケーショ
ンのために「圧縮ＳＩＰ招待」タイプの呼設定メッセージをアクセス端末に送信して、そ
れがページング・プロセスを完全に回避するのでアプリケーションのセッション設定プロ
セスを速める。一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２は、アクセス端末１０４へ
の呼設定関連情報の送信のためにＤＯＳプロトコルを使用して、（小さいサイズの）情報
の配信を加速する。一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２は、マルチキャリア構
成を含み、たとえば、アクセス・ネットワークは、少なくとも第１および第２の搬送波を
含む。この構成では、アクセス・ネットワーク１０２は、ＢＣＣを使用して、各搬送波（
たとえば第１および第２の搬送波）についてベスト・エフォート（ＢＥ：ｂｅｓｔ　ｅｆ
ｆｏｒｔ）メッセージの多くまたはすべてを送信してもよい。ベスト・エフォート・メッ
セージの例には、ＲｏｕｔｅＵｐｄａｔｅＲｅｑｕｅｓｔメッセージ、ＤＯＳ（データ・
オーバ・シグナリング）メッセージおよびページ・メッセージが含まれる。
【００２１】
　一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２は、データ・パケットが、正常な制御チ
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ャネルによって各タイムスロット中に転送される１２８ビットより１６倍から２４倍大き
いので、１０４などの複数のアクセス端末のための複数のシグナリング・メッセージをデ
ータ・パケット内に置く。別の実施例では、アクセス・ネットワーク１０２は、伝送のビ
ット誤り率を向上させる誤り訂正能力を加えるために、ＢＣＣのデータ・パケットにＲ－
Ｓ符号化（ＢＣＭＣＳ仕様に記載）を使用する。１０４などのアクセス端末へのシグナリ
ング・メッセージ用にタイムスロットのＢＣＭＣＳフローのデータ・パケット全体が使用
されない場合は、別の実施例のアクセス・ネットワーク１０２は、連続したサイクルの冗
長性のためにシグナリング・メッセージを複製する。図２の実施例は、各ゾーン（ＡＢＳ
Ｚ）がセクタを含むことを示しているが、実際には、ゾーン（ＡＢＳＺ）は、１つのセク
タ、複数のセクタ、１つのセル、複数のセル、または１つの無線アクセス・ネットワーク
のいずれかを含んでもよい（より実際的には、ＣＢＳＺ自体がＲＮＣ全体となるように、
本質的には１つのセクタであるＲＮＣ内のセクタすべてがＡＢＳＺを構成する）。
【００２２】
　図３に移ると、アクセス・ネットワーク１０２によってサービスされるサービスエリア
３０２の別の実装形態が示されている。図３では、六角形は、図２のセクタ２０２～２５
２に類似する個々のセクタを表しているが、分かり易くするために番号を付けていない。
一実施例では、サービスエリア３０２は、それぞれが４つのセクタを含んでおり、４つの
セクタを通る平行四辺形によって表されているＡＢＳＺ　３０４、３０６、３０８、３１
０、３１２、３１４、３１６、３１８および３２０を含む。図３の各ＡＢＳＺのＣＢＳＺ
は、ＡＢＳＺと、ＡＢＳＺを囲む第１のセクタの層とを含む。ＡＢＳＺ　３０４は、ＡＢ
ＳＺ　３０４を囲む第１のセクタ層の１２個のセクタを通り抜ける平行四辺形によって表
されたＣＢＳＺ　２５６に対応する。
【００２３】
　図３を参照すると、サービスエリア３０２が、９つのＡＢＳＺ　３０４～３２０を含ん
でいる。一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２は、９つのＡＢＳＺ　３０４～３
２０に、９つの異なるフロー識別子、たとえば、ＢＣＣ１、ＢＣＣ２、ＢＣＣ３、ＢＣＣ
４、ＢＣＣ５、ＢＣＣ６、ＢＣＣ７、ＢＣＣ８およびＢＣＣ９を割り当てる。さらなる実
施例では、サービスエリア３０２は、サービスエリア３０２を完全にカバーするために、
９つのＡＢＳＺ　３０４～３２０の追加のインスタンスを含む。この実施例では、９つの
ＡＢＳＺ構造の追加の各インスタンスは、フロー識別子ＢＣＣ１～ＢＣＣ９を再使用する
。当業者には理解されるように、ＡＢＳＺ　３０６、３０８、３１０、３１２、３１４、
３１８および３２０は、同じＢＣＣ１フローを使用するＡＢＳＺ　３０４の複数のインス
タンスを、同じＢＣＣ1　ＢＣＭＣＳフロー識別子をやはり使用している他のＡＢＳＺと
の干渉から分離するためのバッファ領域を提供する。
【００２４】
　説明するため、装置１００の動作について例示的に述べられている。図４に移ると、別
の実施形態の装置１００が、アクセス・ネットワーク４０２と、アクセス端末４０４と、
位置４０８から位置４１０、次いで位置４１２に移動するアクセス端末４０６とを含む。
アクセス・ネットワーク４０２は、ベース・トランシーバ・タワー（ＢＴＳ：ｂａｓｅ　
ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　ｔｏｗｅｒ）４１４、４１６、４１８、４２０、４２２、４２
４、４２６、４２８、４３０および４３２を含む。一実施例のアクセス・ネットワーク４
０２は、セルに分割されるサービスエリア４３４を含み、ただし各ＢＴＳが、１つのセル
にサービスする。一実施例では、サービスエリア４３４は、複数のＣＢＳＺ　４４６、４
４８、４５０、４５２および４５４にそれぞれ対応する複数のＡＢＳＺ、たとえばＡＢＳ
Ｚ　４３６、４３８、４４０、４４２および４４４を含む。
【００２５】
　図４を参照すると、ＡＢＳＺ　４３６が、ＢＴＳ　４１４および４１６によってサービ
スされるセルを含んでおり、ゾーン識別子ＡＢＳＺ１およびＢＣＭＣＳフロー識別子ＢＣ
Ｃ１によって識別され、ＡＢＳＺ　４３８は、ＢＴＳ　４１８および４２０によってサー
ビスされるセルを含み、ゾーン識別子ＡＢＳＺ２およびＢＣＭＣＳフロー識別子ＢＣＣ２



(10) JP 4977757 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

によって識別され、ＡＢＳＺ　４４０は、ＢＴＳ　４２２および４２４によってサービス
されるセルを含み、ゾーン識別子ＡＢＳＺ３およびＢＣＭＣＳフロー識別子ＢＣＣ３によ
って識別され、ＡＢＳＺ　４４２は、ＢＴＳ　４２６および４２８によってサービスされ
るセルを含み、ゾーン識別子ＡＢＳＺ４、および再使用されたＢＣＭＣＳフロー識別子Ｂ
ＣＣ１によって識別され、ＡＢＳＺ　４４４は、ＢＴＳ　４３０および４３２によってサ
ービスされるセルを含み、ゾーン識別子ＡＢＳＺ５、および再使用されたＢＣＭＣＳフロ
ー識別子ＢＣＣ２によって識別される。アクセス・ネットワーク４０２は、セル４１４、
４１６および４１８を含むＣＢＳＺ　４４６を介して、フロー識別子ＢＣＣ１を有するＢ
ＣＭＣＳフローをブロードキャストする。ＣＢＳＺ　４４８は、セル４１６、４１８、４
２０および４２２を含む。ＣＢＳＺ　４５０は、セル４２０、４２２、４２４および４２
６を含む。ＣＢＳＺ　４５２は、セル４２４、４２６、４２８および４３０を含む。ＣＢ
ＳＺ　４５４は、セル４２８、４３０および４３２を含む。
【００２６】
　一実施例では、セル４１４～４３２、ＡＢＳＺ　４３６～４４４、一意ゾーン識別子（
ゾーンＩＤ）、ＣＢＳＺ　４４６～４５４、およびブロードキャスト・オーバーヘッド・
メッセージ（ＢＯＭ：：ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｏｖｅｒｈｅａｄ　ｍｅｓｓａｇｅ）のＢ
ＣＭＣＳフロー識別子（フローＩＤ）が、以下のように構成される。
【表１】

【００２７】
　たとえば、アクセス・ネットワーク４０２は、ＢＣＣ１によって識別されたＢＣＭＣＳ
フローを介してセル４１４、４１６および４１８にわたってＡＢＳＺ１用のＢＣＣをブロ
ードキャストする。一実施例では、アクセス端末４０４および４０６は、ＢＣＭＣＳフロ
ーを受信するために、アクセス・ネットワーク４０２への登録を実施する。アクセス端末
４０４および４０６は、サービング・セクタに使用可能なＢＣＭＣＳフローのＢＣＭＣＳ
フロー識別子を含むブロードキャスト・オーバーヘッド・メッセージ（ＢＯＭ）を受信す
る。一実施例では、ブロードキャスト・オーバーヘッド・メッセージは、３ＧＰＰ２　Ｂ
ＣＭＣＳ規格に記載されている。たとえば、アクセス端末４０４は、セル４１６の近くに
位置し、フロー識別子ＢＣＣ１およびＢＣＣ２を含むＢＯＭを受信する。一実施例では、
アクセス端末４０４は、どのセルがサービスをまず提供するかに基づいて、ＢＣＣ１また
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はＢＣＣ２を選択する。別の実施例では、アクセス端末４０４は、ＢＣＭＣＳプログラム
の下では、ＢＯＭメッセージ内のＢＣＭＣＳフロー識別子の順序に基づいてＢＣＣを選択
する。
【００２８】
　アクセス端末４０４がＢＣＭＣＳフロー識別子を選択すると、一実施例ではアクセス端
末４０４は、標準のＢＣＭＣＳフロー登録手順を使用して、ＢＣＭＣＳフロー識別子をア
クセス・ネットワーク４０２に登録する。アクセス・ネットワーク４０２は、アクセス端
末４０４によって登録されたフロー識別子を格納する。アクセス・ネットワーク４０２は
、アクセス端末４０４からのＢＣＭＣＳ登録メッセージがそこから受信されるＣＢＳＺに
対応するゾーン識別子をも決定し格納する。アクセス・ネットワーク４０２は、構成テー
ブルによって示されるように、登録されているＢＣＭＣＳフロー識別子と組み合わせて、
登録メッセージを受信するセクタに基づいてＣＢＳＺを決定する。ＢＣＭＣＳフロー識別
子を登録すると、アクセス端末４０４は、対応するＢＣＭＣＳフロー上のＢＣＣをリッス
ンし始める。一実施例では、アクセス端末４０４は、ＢＣＣ１フロー識別子を選択し、ア
クセス・ネットワーク４０２に登録する。この実施例では、アクセス端末４０４は、２つ
の異なるＡＢＳＺ（ＡＢＳＺ１およびＡＢＳＺ２）に属するセル４１６と４１８の間で切
り換えてもよい。しかし、アクセス端末４０４は、どちらのセルがサービング・セルにな
っても、シグナリング・メッセージのＢＣＣ１を受信し続けることができる。アクセス端
末４０４は、一度に１つのセルだけを監視し、２つセルのパイロットの強度がほぼ同じで
あるならば、２つのセル間で「切り換え」または「ピンポン」してもよい。ＢＣＣ１が両
方のセル４１６および４１８から使用可能なので、アクセス端末４０４は、ソフトゾーン
境界を横断するときに別のＢＣＭＣＳ登録を実施する必要がなく、それによって、当業者
には理解されように、「ピンポン」効果がかなり減少し、または取り除かれる。
【００２９】
　一実施例では、アクセス端末４０６は、位置４０８で、たとえばセル４１８内で電源投
入される。一実施例では、アクセス端末４０６は、フロー識別子ＢＣＣ１が後に続くフロ
ー識別子ＢＣＣ２を含むＢＯＭメッセージを受信する。この実施例では、アクセス端末４
０６は、それがフロー識別子リスト内の最初にあるので、フロー識別子ＢＣＣ２を登録す
る。アクセス端末４０６は、位置４１０に移動する場合、セル４２０と４２２の間にある
。たとえば信号強度の変化によりアクセス端末４０６がセル４２０と４２２の間で「ピン
ポン」し得る間、アクセス端末４０６は、それが移動したことをアクセス・ネットワーク
４０２に通知せずに、ＢＣＣ２からのシグナリング・メッセージをリッスンし続けてもよ
い。さらに、セル４２０と４２２の両方がＢＣＭＣＳフローＢＣＣ２を介してＢＣＣをブ
ロードキャストするので、一実施例ではアクセス端末４０６は、セル４２０から受信され
たＢＣＣ２の信号を加え、あるいはセル４２２から受信されたＢＣＣ２の信号とソフトコ
ンバイニングすることができる。これによって、アクセス端末は、標準の制御チャネルに
対して非常に高データレートでシグナリング・メッセージを受信することができる。ソフ
トコンバイニング能力については、ＢＣＭＣＳ規格に記載されている。ＣＢＳＺ２のサー
ビスエリアを構築するセル４１６、４１８、４２０および４２２からの信号は、当業者に
は理解されるように、シグナリング・メッセージをブロードキャストのためのより高いデ
ータレートをＣＢＳＺ２内のどこでも達成することができるように、ＢＣＭＣＳフローＢ
ＣＣ２のための単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ：ｓｉｎｇｌｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
ｎｅｔｗｏｒｋ）を含む。
【００３０】
　アクセス端末４０６は、位置４１２へ移動する場合、セル４２２を通過し、セル４２４
に近づく。一実施例では、アクセス端末４０６は、アクセス・ネットワーク４０２から通
知を受信すること、ＢＣＣ２がもはや使用可能ではない（すなわち、セル４２４によって
送信された、より最近受信されたブロードキャスト・オーバーヘッド・メッセージ内にＢ
ＣＣ２フロー識別子が見つからない）と決定することのいずれかが生じると、あるいはア
クセス端末４０６がＢＣＣ２を介したＢＣＣの誤り率が所定のしきい値を超えると判断す



(12) JP 4977757 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

ると、ＢＢＣ３に切り換わる。一実施例では、アクセス端末４０６は現在、ＣＢＳＺ３の
中心に近くにおり、ＣＢＳＺ３がこの時点でＢＣＣ３にとって良好なＳＦＮカバレッジを
有するはずなので、セル４１８へ移動するまでＢＣＣ２フローに切り換わらない。
【００３１】
　一実施例では、ゾーン境界近くの（アクセス端末が現在のＡＢＳＺを通過し、別のＡＢ
ＳＺにわずかに入っている場合を含む）アクセス端末は、現在のＣＢＳＺ内でＢＢＣが依
然として使用可能なので、その現在の選択されたＢＣＣからシグナリングを連続して受信
することができる。これは、ゾーンのサービスエリア内でＳＦＮ効果を維持する助けとな
り、また境界のちょうど近くの静止移動体による「ピンポン」効果を被ることなしにゾー
ン境界でアクセス・チャネルを保護する助けとなるソフトゾーン境界効果である。一実施
例では、アクセス端末は、静止し、またはゆっくり移動している場合には、アクセス・ネ
ットワークによって新しいＢＣＣへの切換えを指示され、あるいはアクセス端末が新しい
ゾーンの深くに移動するまで、新しいゾーンに割り当てられる新しいＢＣＣに切り換わる
必要はない。この後者の場合は、速く移動するアクセス端末の場合に類似しており、たと
えばそれは、通常のＥＶＤＯ制御チャネルによって運ばれた通常のブロードキャスト・オ
ーバーヘッド・メッセージから、古いＢＣＣが新しいセクタによってもはや運ばれないこ
とを知る。次いで、アクセス端末は、通常の制御チャネルからブロードキャスト・オーバ
ーヘッド・メッセージによって指示されるように、シグナリングのための新しいＢＣＣを
選ぶ。
【００３２】
　一実施例では、アクセス・ネットワーク４０２は、フロー識別子が登録されると、アク
セス端末４０４および４０６にシグナリング・メッセージをブロードキャストし始める。
一実施例では、アクセス端末４０４および４０６は、シグナリング・メッセージを受信す
るために、（シグナリング・ネットワーク・プロトコルまたはＳＮＰを用いた）デフォル
ト・シグナリング・アプリケーションを使用する。アクセス端末４０４または４０６は、
シグナリング・メッセージ求めてＢＣＣをリッスンし、それらは、ＳＮＰヘッダによって
指定されるように、アクセス端末上でデフォルト・シグナリング・アプリケーションによ
って処理するために適切なプロトコル層にルーティングされる。
【００３３】
　一実施例のアクセス・ネットワーク４０２は、アクセス・ネットワーク４０２内のゾー
ンまで、アクセス端末４０４および４０６を追跡することができる。一実施例では、これ
によって、アクセス・ネットワーク４０２は、シグナリング・メッセージを送信するため
の参加ゾーンを制限することができる。そうでない場合は、これらのシグナリング・メッ
セージはしばしば、次の再試行のために、使用される複数のセルまたはセクタに関して「
四角に（ｓｑｕａｒｅｌｙ）」拡大される。次いで、アクセス・ネットワーク４０２は、
（最後に見られたアクティブ・セットから無線ネットワーク制御装置、無線ネットワーク
制御装置群へと従来の拡大手順を経るのではなく）第１の試みでＣＢＳＺ全体にブロード
キャストすることによって、アクセス端末に達し、さらにＢＣＣと共にＤＯＳプロトコル
を迅速に使用してアクセス端末に通知することができる。さらに、このゾーン・トラッキ
ング特性は、シグナリング・メッセージに必要な帯域幅に基づいてゾーンのサイズを調整
するために実際に使用することができる（たとえば、能力のあるアクセス端末の数が制限
されており、ますます多くの移動体がＢＣＣを使用し始めるにつれてゾーンのサイズが小
さくなる場合、早い解放で大きいゾーンを使用することができる）。
【００３４】
　一実施例では、アクセス・ネットワーク４０２は、アクセス端末４０６によるフロー識
別子登録に少なくとも一部分基づいて、アクセス端末にシグナリング・メッセージを送信
するために少なくとも１つのＢＣＣのうちの選択されたＢＣＣ、または別の制御チャネル
（たとえば標準ＥＶＤＯ制御チャネル）を選択するように構成される。一実施例では、ア
クセス・ネットワーク４０２は、アクセス端末によって登録されたフロー識別子が有効フ
ロー識別子（たとえばＢＣＣ１、ＢＣＣ２など）を含む場合は、選択されたＢＣＣを介し
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てアクセス端末にシグナリング・メッセージを送信するように構成される。さらなる実施
例ではアクセス・ネットワーク４０２は、フロー識別子がＢＣＣ０などのブランク・フロ
ー識別子を含む場合は、他の制御チャネルを介してアクセス端末にシグナリング・メッセ
ージを送信するように構成される。一実施例では、アクセス・ネットワーク４０２は、Ｂ
ＣＣを介したシグナリングをサポートしないアクセス端末のために、ブランク・フロー識
別子を使用する。
【００３５】
　本発明の複数の代替実装形態がある。代替実施例のＡＢＳＺおよび／またはＣＢＳＺは
、図２および３に示されるものとは異なる数のゾーンを含んでもよい。さらに、ＡＢＳＺ
および／またはＣＢＳＺは、同じアクセス・ネットワーク１０２または４０２内のそれぞ
れ異なるサイズおよび／または形状であってもよい。一実施例では、アクセス・ネットワ
ーク１０２または４０２（あるいはそのオペレータ）は、ＡＢＳＺおよび／またはＣＢＳ
Ｚをサイズ変更し、または再構成してもよい。たとえば、互換性がある少数のアクセス端
末を備えた配置を早く行うことによって、ＢＣＣを介したシグナリングが少なくなるので
、より大きいゾーンを使用することができる。一実施例では、ＢＣＣを介して送信される
シグナリング・メッセージは、ＢＣＣをリッスンするアクセス端末が、低い受信品質を反
映し得るいずれかのシグナリング・メッセージをそれが見落としたかどうか分かるように
、増分する処理ＩＤを含む。一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２および／また
は４０２によって実施される諸ステップは、無線ネットワーク制御装置（たとえばＲＮＣ
　１０６）、無線基地局（たとえばＢＴＳ　１０８、１１０、１１２または１１４）ある
いはその組合せによって実施される。
【００３６】
　一実施例のアクセス・ネットワーク１０２および４０２は、単一周波数ネットワーク（
ＳＦＮ）効果を達成するためにＣＢＳＺを介したＢＣＭＣＳを使用することによって、ア
クセス・ネットワーク１０２および４０２によって提供されたリアルタイム・アプリケー
ション／サービスのためのシグナリングを加速し、それによって、干渉を低減し、それぞ
れ異なるセクタからの信号のソフトコンバイニングを可能にする。一実施例では、信号の
ソフトコンバイニングによって、アクセス端末が非常に高いデータレートでシグナリング
・メッセージを受信することが可能になる。一実施例では、アクセス・ネットワーク１０
２および４０２は、アクセス端末の位置を突き止めるためにＡＢＳＺおよびＣＢＳＺゾー
ンを使用することによって、シグナリングのためにより少ないリソースを使用する。たと
えば、フロー識別子登録を受信すると、アクセス・ネットワーク４０２は、登録メッセー
ジがどのセクタまたはセルから来ているかに基づいて、アクセス端末がどのゾーンに位置
するか決定することができる。これによって、アイドル状態のアクセス端末と接触するた
めにシグナリング・メッセージを送信しなければならないセクタの数が減少する。
【００３７】
　一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２および４０２は、通常のゾーン・ベース
・ネットワークに関連する「ピンポン」効果を解決する。ゾーンの境界の近くのアクセス
端末は、それぞれ異なるゾーンに属するセクタ間で切り換わるが、実際のゾーンを完全に
カバーするＣＢＳＺの重複したシグナリング・エリアによって、「静止状態」または「ゆ
っくり移動する」アクセス端末が、現在監視されているＢＣＣ　ＢＣＭＣＳフローでとど
まり、アクセス端末がゾーンの境界を通過し、別のゾーンに移動した場合でも中断せずに
シグナリング・メッセージを受信することが可能となる。
【００３８】
　一実施例では、アクセス・ネットワーク１０２および４０２は、各アクセス端末から見
てＡＮが完全に後方互換性を有するように、ブロードキャスト制御／シグナリング・チャ
ネルが通常の制御チャネルと共存することを可能にする。これは、ＢＣＣに対応していな
いアクセス端末（たとえば古いアクセス端末、またはモバイル・クライアント・ソフトウ
ェアなしのアクセス端末）だけに当てはまるのではない。それは、ＢＣＣ対応のアクセス
端末、特にＢＣＣサービスエリアのエッジに近い、または単にカバーされていないエリア
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ネルからシグナリング・メッセージを受信することを選択してもよい。これは、アクセス
端末が、チャネルのブロードキャストにあまり有用でないエリア（たとえば非常に田舎の
エリア、あるいはＲＮＣまたはアクセス・ネットワークのサービスエリアのエッジ）でシ
グナリング・メッセージを受信することを可能にする。サービスエリア境界に近いアクセ
ス端末については、一実施例のアクセス・ネットワークは、通常のＣＣベースのシグナリ
ングを使用する。さらに、ＢＣＣ対応のアクセス端末は、（たとえば誤り率検出によって
）ＢＣＣに良好な受信を得ることができない場合、通常の制御チャネル・ベースのシグナ
リングを使用することを決定してもよい。別の実施例では、アクセス・ネットワークは、
通常の制御チャネルを使用して、アクセス端末の最後のアクティブ・セットにシグナリン
グ・メッセージを送信し、次いで、それに続いて、アクセス端末が位置するゾーンにブロ
ードキャストする。この実施例では、サービスエリア全体にわたる拡大またはフラッディ
ングは行われない。
【００３９】
　一実施例のアクセス・ネットワーク１０２および４０２は、通常の制御チャネルを介し
てアクセス端末にメッセージ、たとえば基本のオーバーヘッド・メッセージおよび他のセ
クタ固有メッセージ（たとえばＳｅｃｔｏｒＰａｒａｍｅｔｅｒ、ＡｃｃｅｓｓＰａｒａ
ｍｅｔｅｒなど）を送信し続ける。したがって、アクセス端末は、これらのメッセージを
求めて、通常の制御チャネルを監視し続ける。
【００４０】
　一実施例では、装置１００は、１つまたは複数の電子コンポーネント、ハードウェア・
コンポーネント、およびコンピュータ・ソフトウェア・コンポーネントなど、複数のコン
ポーネントを含む。こうした複数のコンポーネントは、装置１００内で組み合わせ、また
は分割することができる。装置１００の例示的なコンポーネントは、当業者には理解され
るように、任意の数のプログラミング言語で書かれ、または実装された１組および／また
は一連のコンピュータ命令を使用し、かつ／または含む。
【００４１】
　本明細書に述べられた諸ステップまたは操作は例にすぎない。本発明の精神から逸脱せ
ずに、これらのステップまたは操作に多くの変更を加えることができる。たとえば、諸ス
テップは、別の順序で実施してもよく、あるいはステップを追加し、削除しまたは修正し
てもよい。
【００４２】
　本発明の例示的な実装形態について示し、本明細書で詳細に述べたが、本発明の精神か
ら逸脱せずに様々な修正、追加、置換などを行うことができ、したがって、それらは、以
下の特許請求の範囲に定義された本発明の範囲に含まれるものと見なされることが当業者
には明らかである。
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